
議員提出議案第３号 

主要農作物種子法の復活を求める意見書の提出について 

 標記のことについて、下記のとおり意見書を提出する。 

 平成３０年１２月２１日提出 

提出者 八幡浜市議会議員 遠 藤   綾 

同   同        石 崎 久 次 

 

記 

 

主要農作物種子法の復活を求める意見書 

 

主要農作物種子法は、米、麦、大豆など主要農作物の品種改良を国、都道府県の公

的研究機関が行い、良質で安価な種子を農民に安定的に供給してきた法制度で、１９

５２年にスタートしました。 

種子法の下で、北海道から九州まで、各県の自然・気象条件に合った米、麦、大豆

の多様な種子が開発され、農民に安く安定的に供給されてきました。 

安倍政権と規制改革会議は、２０１６年になって、突然、都道府県が開発した品種

は、民間企業が開発した品種よりも安く供給することが可能だから、「競争条件が対

等ではない」ことが問題だとして、２０１７年には短時間の審議で廃止を強行しまし

た。しかも、公的研究機関が開発し、国民の共有財産である種子のデータを民間事業

者に提供することまで義務づけています。 

米の種モミ代を１０倍にし、生産コストに占める種苗費の割合を野菜並みに引き上

げる可能性が強い種子法の廃止は「生産費は１円でも安く」という規制改革会議自ら

の方針にも逆行するものです。唯一といっていい民間育種の稲「みつひかり」は、価

格は１０倍も高く、南東北から九州にかけて３８都府県で作付され品種の画一化がす

すむなど、食味の向上や温暖化対策とも逆行します。 

種子法の廃止は、米、麦などの優良種子供給を不安定にし、必要な時に手に入らな

くなってしまう恐れがあるだけでなく、海外のアグリビジネスの日本進出と種子支配、

遺伝子組み換え作物の持ち込みにつながる可能性があります。 

種子法の廃止決定に対し、「なぜ廃止するのかわからない」「地域に適した品種の維

持は、行政の管理が不可欠」としてすべての都道府県が「条例」「要綱」などを制定

し、従来通りの種子事業を継続しました。このことは、種子法を廃止したことがいか

に現場とずれているかを示していると考えます。 

つきましては、主要農作物種子法を復活するよう強く要望します。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 



 

平成３０年１２月２１日 

 

愛媛県八幡浜市議会 

 

内閣総理大臣 

 農林水産大臣  宛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ただいま提案されました議員提出議案第３号 

主要農作物種子法の復活を求める意見書の提出について、 

提案説明をさせていただきます。 

 お手元に配布しております意見書の朗読をもって提案理由の

説明にかえさせていただきます。 

 

主要農作物種子法の復活を求める意見書 

 

主要農作物種子法は、米、麦、大豆など主要農作物の品種改

良を国、都道府県の公的研究機関が行い、良質で安価な種子を

農民に安定的に供給してきた法制度で、１９５２年にスタート

しました。 

種子法の下で、北海道から九州まで、各県の自然・気象条件

に合った米、麦、大豆の多様な種子が開発され、農民に安く安

定的に供給されてきました。 

安倍政権と規制改革会議は、２０１６年になって、突然、都

道府県が開発した品種は、民間企業が開発した品種よりも安く

供給することが可能だから、「競争条件が対等ではない」ことが

問題だとして、２０１７年には短時間の審議で廃止を強行しま

した。しかも、公的研究機関が開発し、国民の共有財産である

種子のデータを民間事業者に提供することまで義務づけていま

す。 

米の種モミ代を１０倍にし、生産コストに占める種苗費の割

合を野菜並みに引き上げる可能性が強い種子法の廃止は「生産

費は１円でも安く」という規制改革会議自らの方針にも逆行す

るものです。唯一といっていい民間育種の稲「みつひかり」は、



価格は１０倍も高く、南東北から九州にかけて３８都府県で作

付され品種の画一化がすすむなど、食味の向上や温暖化対策と

も逆行します。 

種子法の廃止は、米、麦などの優良種子供給を不安定にし、

必要な時に手に入らなくなってしまう恐れがあるだけでなく、

海外のアグリビジネスの日本進出と種子支配、遺伝子組み換え

作物の持ち込みにつながる可能性があります。 

種子法の廃止決定に対し、「なぜ廃止するのかわからない」「地

域に適した品種の維持は、行政の管理が不可欠」としてすべて

の都道府県が「条例」「要綱」などを制定し、従来通りの種子事

業を継続しました。このことは、種子法を廃止したことがいか

に現場とずれているかを示していると考えます。 

つきましては、主要農作物種子法を復活するよう強く要望し

ます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成３０年１２月２１日 愛媛県八幡浜市議会 

 

なお、提出先は、内閣総理大臣、農林水産大臣、となってお

ります。 

 

よろしく御賛同のほどお願い申し上げ、提案理由の説明とい

たします。 

 


